
北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則 

○北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規
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昭和４７年４月１日 

規則第３３号 

目次 

第１章 都市公園（第１条―第５条） 

第２章 霊園（第６条―第１４条） 

第３章 自転車駐車場及び自転車貸出し施設（第１５条・第１６条） 

第４章 雑則（第１６条の２―第１７条） 

付則 

第１章 都市公園 

（有料施設の供用時間等） 

第１条 有料施設（次項に規定するものを除く。）の供用時間及び休業日は、

別表第１のとおりとする。 

２ 延命寺臨海公園駐車施設、勝山公園駐車施設、三萩野公園駐車施設、帆柱

公園駐車施設、桃園公園駐車施設、大池公園駐車施設及び夜宮公園駐車施設

の供用時間、入庫時間及び出庫時間は、別表第１の２のとおりとする。 

３ 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する有料施設につい

て、臨時に休業日を指定することができる。 

（昭５０規則３・昭５１規則４３・平３１規則４・平３１規則８・平３

１規則２１・令４規則１３・令５規則３２・一部改正） 

（行為の許可手続） 

第２条 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭

和４７年北九州市条例第７号。以下「条例」という。）第４条の規定により

許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長

に提出しなければならない。 

（１） 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地。以下同じ。） 

（２） 占用する都市公園の名称 
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（３） 行為の目的及び内容 

（４） 占用の期間 

（５） 占用の面積 

（６） 復旧方法 

（昭４９規則１４・昭５５規則１９・昭５７規則１７・平元規則１５・

平１０規則７６・一部改正） 

（有料施設の使用又は利用の許可手続） 

第３条 条例第７条第１項の規定により許可を受けようとする者が有料施設を

専用又は団体で使用又は利用をしようとするものであるときは、次に掲げる

事項（団体で使用又は利用をするときにあっては、第５号に掲げる事項を除

く。）を記載した申請書を市長（指定管理者に使用又は利用の許可を行わせ

る有料施設にあっては、指定管理者）に提出しなければならない。ただし、

市長が別に定める電気通信回線を利用する方法によることができる者につい

ては、この限りでない。 

（１） 申請者の氏名及び住所 

（２） 使用又は利用をする有料施設の名称及び使用又は利用の範囲 

（３） 使用又は利用の目的 

（４） 使用又は利用の日時 

（５） 入場料等の徴収の有無 

（昭５０規則３・昭５５規則１９・平４規則４・平１５規則９８・一部

改正） 

（駐車場使用料） 

第３条の２ 条例別表第１の３ 有料施設の使用料のその他の項に規定する延

命寺臨海公園駐車施設、三萩野公園駐車施設、帆柱公園駐車施設、桃園公園

駐車施設及び大池公園駐車施設の使用料に係る規則で定める額は、別表第１

の３のとおりとする。 

（平１６規則１０２・追加、平１７規則１４・平１７規則９１・平１８

規則９４・平２８規則７３・平２９規則６３・平３１規則４・平３１規

則８・平３１規則２１・令５規則３２・一部改正） 
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（冷暖房設備使用料等） 

第４条 条例別表第１の３ 有料施設の使用料の注書第３項に規定する市長が

定める冷暖房設備又は照明設備その他の電気設備及び市長が定める使用料の

額は、別表第２のとおりとする。 

（昭５７規則１７・追加） 

（山田緑地、響灘緑地広場及び白野江植物公園の無料公開） 

第４条の２ 条例別表第１の２の白野江植物公園の項、山田緑地の項及び響灘

緑地広場の項に規定する特に必要があると認めて規則で定める日は、次のと

おりとする。 

（１） ５月４日 みどりの日 

（２） ５月５日 こどもの日 

（３） ９月の第３月曜日 敬老の日 

（４） １０月の第３日曜日 

（平４規則２０・追加、平７規則２０・平８規則３４・平１４規則９０・

平１７規則１４・平１７規則９１・平１８規則９７・一部改正） 

（小倉城庭園等の冷暖房設備利用料） 

第４条の３ 条例別表第１の２の小倉城庭園の冷暖房設備利用料の項、森の家

の冷暖房設備利用料の項及び都市緑化センターの冷暖房設備利用料の項に規

定する実費に相当する額の範囲内で規則で定める額は、別表第２の２のとお

りとする。 

（平１６規則３６・全改、平１７規則９１・平２０規則７７・一部改正） 

（利用料金の額の承認の告示） 

第４条の４ 市長は、条例第１１条の２第３項の承認を行ったときは、速やか

にその旨及びその内容を告示するものとする。 

（平１４規則３５・追加） 

（身分証明書） 

第５条 条例第１３条第２項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりと

する。 

（昭５７規則１７・旧第４条繰下・一部改正） 
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第２章 霊園 

（使用手続） 

第６条 条例第１７条の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事

項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１） 申請者の氏名及び住所 

（２） 使用する霊園の名称 

（３） 使用の種別 

（４） 死亡者の氏名及び死亡年月日並びに死亡者と申請者との続柄 

２ 前項の申請書には、住所を証明する書類（法人にあっては、登記事項証明

書）を添付しなければならない。 

（昭５０規則３・昭５５規則１９・一部改正、昭５７規則１７・旧第５

条繰下・一部改正、平１０規則７６・平１７規則７・一部改正） 

（市外居住者の使用許可） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による許可の申請をした者が市外居住者で

ある場合は、次の各号の一に該当する場合に限り、条例第１７条の規定によ

る許可をすることができる。 

（１） 市内で死亡した外国人の焼骨の埋蔵又は収蔵をするため使用しよう

とするとき。 

（２） 市内にある墳墓改葬のため使用しようとするとき。 

（３） 市内に本籍を有するとき。 

（４） 前各号に掲げる場合に準ずる理由があるとき。 

（昭５０規則３・一部改正、昭５７規則１７・旧第６条繰下・一部改正） 

（設備工事の届出） 

第８条 使用者が、墓碑その他の設備の工事に着手しようとするときは、次の

各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。 

（１） 使用者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地） 

（２） 工事の目的及び内容 

（３） 工事の期間 
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２ 前項の届出書には、使用許可証及び工事の設計書を添付しなければならな

い。 

（昭５０規則３・一部改正、昭５７規則１７・旧第７条繰下、平１０規

則７６・一部改正） 

（設備の基準） 

第９条 墓碑その他の設備は、別表第３に掲げる基準によらなければならない。 

（昭５７規則１７・旧第８条繰下・一部改正） 

（使用承継の手続） 

第１０条 条例第１８条の規定により霊園の使用を承継しようとする者は、承

継理由を記載した申請書に前使用者の使用許可証及び承継原因を証明する書

類を添付して市長に提出しなければならない。 

（昭５０規則３・一部改正、昭５７規則１７・旧第９条繰下） 

（使用許可証の書換え等の手続） 

第１１条 条例第１９条第２項の規定により使用許可証の書換え又は再交付を

受けようとする者は、その理由を記載した申請書を市長に提出しなければな

らない。 

（昭５０規則３・一部改正、昭５７規則１７・旧第１０条繰下） 

（使用料） 

第１２条 条例第２０条第１項に規定する市長が定める使用料は、別表第４に

掲げるとおりとする。 

（昭５７規則１７・旧第１１条繰下・一部改正） 

（使用場所の返還手続） 

第１３条 使用場所を返還しようとする者は、返還届に使用許可証その他市長

が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（昭５０規則３・一部改正、昭５７規則１７・旧第１２条繰下） 

（敷地の一時使用手続） 

第１４条 条例第２７条の規定により許可を受けようとする者は、次の各号に

掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

（１） 申請者の氏名及び住所並びに使用許可証の番号 
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（２） 使用の目的及び内容 

（３） 使用の場所及び面積 

（４） 使用する期間 

（５） 復旧方法 

（昭５０規則３・一部改正、昭５７規則１７・旧第１３条繰下・一部改

正） 

第３章 自転車駐車場及び自転車貸出し施設 

（平元規則４３・追加） 

（供用時間及び休業日） 

第１５条 自転車駐車場及び自転車貸出し施設の供用時間及び休業日は、別表

第５のとおりとする。 

（平元規則４３・追加） 

（自転車駐車場の使用手続） 

第１６条 条例第３１条第１項の規定により定期券による使用の許可を受けよ

うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長（指定管理者に使用

の許可を行わせる自転車駐車場にあっては、指定管理者。次項において同じ。）

に提出しなければならない。 

（１） 申請者の氏名及び住所 

（２） 自転車駐車場名 

（３） 使用目的 

（４） 使用期間 

（５） 車種区分 

２ 市長は、前項の定期券による使用を許可したときは、当該申請者に対し、

定期券及び許可証を交付するものとする。 

３ 前項の規定により、定期券及び許可証の交付を受けた者は、当該自転車又

は原動機付自転車（以下「自転車等」という。）の見やすい箇所に許可証を

はり付けるとともに、定期券を携帯し、係員から請求があったときは、これ

を提示しなければならない。 

４ 条例第３１条第１項の規定により普通使用の許可を受けようとする者は、
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自転車駐車場への入場の際に普通使用券を購入し、自転車等の見やすい箇所

にこれを取り付けなければならない。 

５ 条例第３１条第１項の規定により回数券による使用の許可を受けようとす

る者は、あらかじめ回数券を購入し、自転車駐車場への入場の際に当該回数

券を普通使用券と引き換え、自転車等の見やすい箇所にこれを取り付けなけ

ればならない。 

（平元規則４３・追加、平５規則５・平１５規則９８・一部改正） 

第４章 雑則 

（平元規則４３・旧第３章繰下） 

（指定管理者に管理を行わせようとする施設等の公表） 

第１６条の２ 市長は、都市公園等（条例第３６条に規定する都市公園等をい

う。以下同じ。）について指定管理者を指定しようとするときは、管理を行

わせようとする施設、申請の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあら

かじめ公表しなければならない。ただし、条例第３６条の２第２項の場合に

おいては、この限りでない。 

（平１５規則９８・追加、平１７規則９１・平２８規則５６・一部改正） 

（指定管理者の指定の申請の添付書類） 

第１６条の３ 条例第３６条の２第１項の規則で定める書類は、次のとおりと

する。 

（１） 定款又はこれに準ずるものの謄本 

（２） 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書 

（３） 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書類 

（４） 事業計画書に係る収支見積書 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（平１５規則９８・追加、平２０規則７０・一部改正） 

（指定管理者の指定の告示） 

第１６条の４ 市長は、都市公園等について指定管理者を指定したときは、そ

の旨を告示するものとする。 

（平１４規則３５・追加、平１５規則９８・旧第１６条の２繰下・一部
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改正、平１８規則１４・平２８規則５６・一部改正） 

（指定管理者の事業報告） 

第１６条の５ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する都市公園等の管理

の業務に関し事業報告書を作成し、５月３１日までに市長に提出しなければ

ならない。 

（平１５規則９８・追加、平２８規則５６・一部改正） 

（委任） 

第１７条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。 

（昭５７規則１７・旧第１４条繰下、平元規則４３・旧第１５条繰下） 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（廃止規則） 

２ 次に掲げる規則（以下「旧規則」という。）は、廃止する。 

（１） 北九州市立都市公園条例施行規則（昭和３９年北九州市規則第４２

号） 

（２） 北九州市立霊園条例施行規則（昭和３９年北九州市規則第４６号） 

（経過措置） 

３ この規則施行前に旧規則の規定によってした処分、手続きその他の行為は、

なおその効力を有する。 

（平１０規則７６・一部改正） 

付 則（昭和４８年３月２８日規則第３１号） 

この規則は、昭和４８年４月１日から施行する。 

付 則（昭和４８年１１月１日規則第１０８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係る

使用料については、なお従前の例による。 
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付 則（昭和４９年２月２５日規則第１４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和４９年４月１日から施行する。ただし、別表第３の改正

規定は、昭和４９年３月２５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、現に存する旧様式による立入調査員証については、な

お、当該立入調査員証の有効期間、これを取り繕つて使用することができる。 

付 則（昭和４９年５月３１日規則第７８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和４９年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係る

使用料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和５０年２月２６日規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和５０年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係る

使用料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和５０年１２月１日規則第９２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和５１年１月２６日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和５１年２月５日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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付 則（昭和５１年５月１日規則第４３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、既に改正前の北九州市都市公園、霊園及び駐車場の

設置及び管理に関する条例施行規則別表第１の規定により許可を受けている

者に係る供用時間については、なお従前の例による。 

付 則（昭和５１年１０月２１日規則第７９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和５２年１２月２１日規則第６９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和５３年３月１１日規則第１３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和５３年１０月７日規則第７３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和５５年３月３１日規則第１９号） 

この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

付 則（昭和５７年４月１日規則第１７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に交付されている旧様式による立入調査員証は、当

該立入調査員証に記載された有効期間中に限り、なおこれを使用することが

できる。 

付 則（昭和５９年１月２１日規則第１号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和５９年３月３０日規則第２４号） 

この規則は、昭和５９年４月１日から施行する。 

付 則（昭和６０年１月２９日規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和６０年３月２９日規則第１３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

（北九州市立都市公園の有料施設の使用時間等の特例に関する規則の廃止） 

２ 北九州市立都市公園の有料施設の供用時間等の特例に関する規則（昭和５

５年北九州市規則第２０号）は、廃止する。 

付 則（昭和６０年６月２７日規則第４３号） 

この規則は、昭和６０年７月６日から施行する。 

付 則（昭和６１年１月２３日規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和６１年１月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和６１年３月２９日規則第１８号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和６１年５月２２日規則第３６号） 

この規則は、昭和６１年７月５日から施行する。 

付 則（昭和６２年１月２０日規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和６２年１月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和６２年１月２３日規則第６号） 

この規則は、昭和６２年３月１４日から施行する。 

付 則（昭和６２年３月１１日規則第７号） 

この規則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

付 則（昭和６２年３月２６日規則第１０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和６２年６月３０日規則第４１号） 

この規則は、昭和６２年７月１日から施行する。 

付 則（昭和６２年９月２２日規則第４８号） 

この規則は、昭和６２年１０月１日から施行する。 

付 則（昭和６３年２月１０日規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和６３年２月１５日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（昭和６３年３月３１日規則第１６号） 

この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。 

付 則（昭和６３年４月２８日規則第２４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和６３年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（平成元年１月２８日規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（平成元年３月３０日規則第１５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成元年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規

定中ひびき動物ワールドに関する部分は同月４日から、自転車貸出し施設に

関する部分は同月１５日から施行する。 

（休業日の特例） 

２ 改正後の北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

施行規則別表第１のひびき動物ワールド及び自転車貸出し施設については、

同表の休業日の欄の規定にかかわらず、平成元年４月４日はひびき動物ワー

ルドの、同月１５日は自転車貸出し施設の休業日としない。 

付 則（平成元年９月２１日規則第４３号） 

この規則は、平成元年１０月１日から施行する。ただし、第１６条第１項及
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び第２項の規定は、平成元年９月２５日から施行する。 

付 則（平成元年１０月１７日規則第４７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（平成４年１月１４日規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成４年１月１５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（平成４年１月３０日規則第４号） 

この規則は、平成４年２月１日から施行する。 

付 則（平成４年３月３０日規則第２０号） 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

付 則（平成４年７月１５日規則第４６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成４年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（平成５年２月２３日規則第５号） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

付 則（平成５年３月３１日規則第２３号） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

付 則（平成６年１月６日規則第１号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成６年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（平成７年３月２４日規則第２０号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。ただし、第４条の２の改正規

定、別表第１の改正規定中山田緑地、森の家及び山田緑地駐車施設に関する部

分並びに別表第２の冷暖房設備のその他の項の改正規定は、北九州市都市公園、

霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成７年

北九州市条例第１０号）中別表第１の３ 有料施設の使用料の表のその他の項

の改正規定のうち、山田緑地、森の家及び山田緑地駐車施設に関する部分の施

行の日から施行する。 

付 則（平成８年４月３日規則第３４号） 

この規則は、平成８年４月７日から施行する。 

付 則（平成９年３月３１日規則第１９号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

付 則（平成１０年９月２８日規則第７６号） 

この規則は、平成１０年９月２９日から施行する。 

付 則（平成１１年２月２２日規則第５号） 

この規則は、平成１１年３月４日から施行する。 

付 則（平成１１年８月９日規則第４３号） 

この規則は、平成１１年８月１１日から施行する。 

付 則（平成１２年１月５日規則第１号） 

この規則は、平成１２年２月１日から施行する。 

付 則（平成１２年６月２６日規則第８５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１２年７月２５日から施行する。 

（水環境館の無料公開の特例） 

２ 改正後の第４条の３第３号の規定の適用については、平成１２年において
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は同号中「８月１日」とあるのは「７月２５日から８月３１日までの日」と

する。 

付 則（平成１３年３月３０日規則第２２号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、別表第２の照明設

備の野球場の項の改正規定は、同月３日から施行する。 

付 則（平成１３年１０月４日規則第５５号） 

この規則は、平成１３年１０月７日から施行する。 

付 則（平成１４年３月２８日規則第３５号） 

この規則中別表第１の陸上競技場の共用の項及び運動場の項の改正規定は平

成１４年４月１日から、その他の改正規定は同月１３日から施行する。 

付 則（平成１４年１０月２４日規則第９０号） 

この規則は、平成１５年１月１日から施行する。 

付 則（平成１５年１０月２３日規則第８４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１５年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（平成１５年１２月１８日規則第９８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１６年１月９日規則第２号） 

この規則は、平成１６年２月３日から施行する。 

付 則（平成１６年３月３１日規則第３６号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

付 則（平成１６年４月２８日規則第５２号） 

この規則は、平成１６年５月１日から施行する。 

付 則（平成１６年１２月２７日規則第１０２号） 

この規則は、平成１７年１月１日から施行する。 

付 則（平成１７年３月１日規則第７号） 



北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則 

この規則は、平成１７年３月７日から施行する。ただし、第２条中北九州市

都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則第６条第１項

各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１７年３月１８日規則第１４号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

付 則（平成１７年１０月６日規則第９１号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第１６条の２にた

だし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１８年３月２８日規則第１４号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則（平成１８年１０月１３日規則第９４号） 

この規則は、平成１８年１１月１日から施行する。 

付 則（平成１８年１２月１１日規則第９７号） 

この規則は、平成１９年１月１日から施行する。 

付 則（平成２０年１１月１３日規則第７０号） 

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 

付 則（平成２０年１２月１２日規則第７７号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（平成２２年１２月２日規則第３８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年２月８日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に霊園の使用の許可を受けて使用している者に係

る使用料については、なお従前の例による。 

付 則（平成２４年３月２６日規則第１１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２６年３月１７日規則第９号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

付 則（平成２７年６月３０日規則第３１号） 
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この規則は、平成２７年７月１日から施行する。 

付 則（平成２８年６月２２日規則第５６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２８年８月２９日規則第６５号） 

この規則は、平成２８年９月１日から施行する。 

付 則（平成２８年１１月３０日規則第７３号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則（平成２９年１２月２０日規則第６３号） 

この規則は、平成２９年１２月２１日から施行する。 

付 則（平成３０年１月２４日規則第２号） 

この規則は、平成３０年２月１０日から施行する。 

付 則（平成３１年２月１８日規則第４号） 

この規則は、平成３１年３月１８日から施行する。 

付 則（平成３１年３月７日規則第８号） 

この規則は、平成３１年３月２４日から施行する。 

付 則（平成３１年３月２９日規則第２１号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

付 則（平成３１年３月２９日規則第２３号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

付 則（令和２年３月２３日規則第１４号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則（令和２年５月２９日規則第４６号） 

この規則は、令和２年６月１日から施行する。 

付 則（令和３年４月３０日規則第２７号） 

この規則は、令和３年５月１日から施行する。 

付 則（令和４年３月２８日規則第１３号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

付 則（令和５年６月２２日規則第２６号） 

この規則は、令和５年７月１日から施行する。 
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付 則（令和５年９月１２日規則第３２号） 

この規則は、令和５年１０月２日から施行する。 

付 則（令和６年５月２日規則第２１号） 

この規則は、令和６年５月１１日から施行する。 

別表第１（第１条関係） 

（昭５１規則４３・全改、昭５３規則７３・昭５７規則１７・昭５９規

則２４・昭６０規則１３・昭６０規則４３・昭６１規則１８・昭６１規

則３６・昭６２規則６・昭６２規則７・昭６２規則４１・昭６２規則４

８・平元規則１５・平元規則４３・平４規則２０・平５規則２３・平７

規則２０・平８規則３４・平９規則１９・平１０規則７６・平１２規則

８５・平１３規則２２・平１３規則５５・平１４規則３５・平１６規則

３６・平１８規則９４・平２０規則７７・平２４規則１１・平２６規則

９・平２７規則３１・平２９規則６３・平３０規則２・平３１規則４・

平３１規則２３・令２規則１４・令２規則４６・令３規則２７・令４規

則１３・令６規則２１・一部改正） 

区分 供用時間 休業日 備考 

プール 志井ファ

ミリープ

ール 

午前９時３０分から

午後６時３０分まで 

１月から６月まで

及び９月から１２

月まで 

１ 休日とは、国民

の祝日に関する法

律（昭和２３年法

律第１７８号）に

規定する休日をい

う。 

２ 市長は、特に必

要があると認める

ときは、有料施設

の供用時間若しく

は休業日を変更

し、又は臨時に休

業日を指定するこ

木屋

瀬プ

ール 

２５

メー

トル

プー

ル 

午前９時３０分から

午後５時まで 

（１） １月から

６月まで及び９

月から１２月ま

で 

（２） ７月１日

から同月２０日

までの期間のう

ち、日曜日、土

曜日及び休日並

びに市長が別に
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定める日を除い

た日並びに８月

２６日から同月

３１日までの期

間のうち、市長

が別に定める日

を除いた日 

とができる。 

幼児

用プ

ール 

午前９時３０分から

午後５時まで 

１月から６月まで

及び９月から１２

月まで 

その他の

プール 

午前９時３０分から

午後５時まで 

１月から６月まで

及び９月から１２

月まで 

  北九州市

民球場 

（１） ４月から１

０月まで 

午前９時から午後

９時まで 

（２） １１月から

翌年の３月まで 

午前９時から午後

６時まで 

１２月２９日か

ら翌年の１月３日

までの日 

野球場 その他の

球場 

（１） ４月から１

０月まで 

午前６時から午後

９時まで 

（２） １１月から

翌年の３月まで 

午前６時から午後

６時まで 
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陸上競

技場 

共用 午前７時から午後８

時まで 

専用 午前７時から午後９

時まで 

運動場 午前６時から午後９

時まで 

庭球場 （１） ４月から１

１月まで 

午前７時から午後

９時まで 

（２） １２月から

翌年の３月まで 

午前７時から午後

６時まで 

武道場 

弓場 

柔剣道場 

午前９時から午後９

時まで 

体育館 午前９時から午後９

時まで 

野外音楽堂 （１） ４月から９

月まで 

午前９時から午後

９時まで 

（２） １０月から

翌年の３月まで 

午前９時から午後

８時まで 

響灘緑地野外ステ

ージ 

午前９時から午後５

時まで 

（１） 火曜日（そ

の日が休日に当
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たるときは、そ

の翌日） 

（２） １２月２

９日から翌年の

１月３日までの

日 

サイクリングター

ミナル 

午前９時から午後５

時まで 

（１） 火曜日（そ

の日が休日に当

たるときは、そ

の翌日） 

（２） １２月２

９日から翌年の

１月３日までの

日 

小倉城庭園 （１） ４月から１

０月まで 

午前９時から午後

８時まで（和室１、

和室２、和室３及

び研修室は、午前

９時から午後９時

まで） 

（２） １１月から

翌年の３月まで 

午前９時から午後

７時まで（和室１、

和室２、和室３及

び研修室は、午前

９時から午後９時

１２月２９日から

同月３１日までの

日（和室１、和室

２、和室３及び研

修室は、月曜日（そ

の日が休日に当た

るときは、その翌

日）及び１２月２

９日から翌年の１

月３日までの日） 
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まで） 

水環境館 午前１０時から午後

７時まで 

１２月２９日から

翌年の１月３日ま

での日 

文化記念公園管理

棟 

（１） 日曜日 

午前９時から午後

５時まで 

（２） その他の日 

午前９時から午後

９時まで 

（１） 月曜日 

（２） 休日（そ

の日が月曜日に

当たるときは、

その翌日） 

（３） １２月２

９日から翌年の

１月３日までの

日 

ひびき動物ワール

ド 

午前９時から午後５

時まで 

（１） 火曜日（そ

の日が休日に当

たるときは、そ

の翌日） 

（２） １２月２

９日から翌年の

１月３日までの

日 

白野江植物公園 午前９時から午後５

時まで 

到津の森公園 午前９時から午後５

時まで 

山田緑地 

響灘緑地広場 

午前９時から午後５

時まで 

森の家 午前９時から午後５

時まで 

熱帯生態園 午前９時から午後５

時まで 

都市緑化センター 午前９時から午後５

時まで 

旧安川邸 午前９時から午後５
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時まで 

白野江植物公園駐

車施設 

到津の森公園駐車

施設 

山田緑地駐車施設 

響灘緑地駐車施設 

午前９時から午後５

時まで 

別表第１の２（第１条関係） 

（平３１規則４・追加、平３１規則８・平３１規則２１・令４規則１３・

令５規則２６・令５規則３２・一部改正） 

駐車施設 供用時間 入庫時間 出庫時間 備考 

延命寺臨海公

園駐車施設 

午前０時から

午後１２時ま

で 

午前０時から

午後１２時ま

で 

午前０時から

午後１２時ま

で 

市長は、特に必要

があると認める

ときは、供用時

間、入庫時間又は

出庫時間を変更

することができ

る。 

勝山公園駐車

施設 

午前０時から

午後１２時ま

で 

午前７時から

午後１０時ま

で 

午前０時から

午後１２時ま

で 

三萩野公園駐

車施設 

午前０時から

午後１２時ま

で 

午前５時から

午後１０時ま

で 

午前０時から

午後１２時ま

で 

帆柱公園駐車

施設 

午前０時から

午後１２時ま

で 

午前０時から

午後１２時ま

で 

午前０時から

午後１２時ま

で 

桃園公園駐車

施設 

午前０時から

午後１２時ま

で 

午前５時から

午後１０時ま

で 

午前０時から

午後１２時ま

で 

大池公園駐車

施設 

午前０時から

午後１２時ま

午前５時から

午後１０時ま

午前０時から

午後１２時ま
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で で で 

夜宮公園駐車

施設 

午前０時から

午後１２時ま

で 

午前０時から

午後１２時ま

で 

午前０時から

午後１２時ま

で 

別表第１の３（第３条の２関係） 

（平２９規則６３・全改、平３１規則４・旧別表第１の２繰下・一部改

正、平３１規則８・平３１規則２１・令５規則２６・令５規則３２・一

部改正） 

駐車施設 使用料の額 備考 

延命寺臨海公

園駐車施設 

普通自動車 駐車を開始した時から１２時間

ごとに、６時間以内の駐車は１

台につき２時間又はその端数ご

とに１００円、６時間を超えて

１２時間以内の駐車は１台につ

き４００円とする。 

 

三萩野公園駐

車施設 

普通自動車 １台につき３０

分又はその端数

ごとに 

１００円 

帆柱公園駐車

施設 

普通自動車 １台１回（２時間

以内） 

１００円使用を開始した

日の翌日以後に

出庫する場合は、

同日から起算し

て１日又はその

端数ごとに３０

０円を加算する。

１台１回（２時間

を超えて４時間

以内） 

２００円

１台１回（４時間

を超えた場合） 

３００円

桃園公園駐車

施設 

大型自動車 

中型自動車 

１台１回（１日以

内） 

１，０００円 

普通自動車 駐車を開始した時から１２時間
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ごとに、１時間３０分以内の駐

車は１台につき１００円、１時

間３０分を超えて２時間３０分

以内の駐車は１台につき２００

円、２時間３０分を超えて３時

間３０分以内の駐車は１台につ

き３００円、３時間３０分を超

えて１２時間以内の駐車は１台

につき４００円とする。 

大池公園駐車

施設 

普通自動車 駐車を開始した時から１２時間

ごとに、１時間３０分以内の駐

車は１台につき３０分又はその

端数ごとに１００円、１時間３

０分を超えて１２時間以内の駐

車は１台につき４００円とす

る。 

 

別表第２（第４条関係） 

（昭５７規則１７・追加、昭６０規則１３・昭６１規則１８・昭６２規

則４１・昭６２規則４８・昭６３規則１６・平元規則１５・平４規則２

０・平５規則２３・平７規則２０・平８規則３４・平９規則１９・平１

０規則７６・平１１規則５・平１１規則４３・平１３規則２２・平１６

規則３６・平１６規則５２・平１７規則９１・平１８規則１４・平２８

規則６５・令６規則２１・一部改正） 

設備 使用料の額 

冷暖

房設

備 

武道

場 

桃園武道

場 

柔道場 専用 ３０分又はその端数ごとに ２１０円 

剣道場 専用 ３０分又はその端数ごとに ２１０円 

体育

館 

的場池体

育館 

視聴覚音楽室 ３０分又はその端数ごとに ２４０円 

第１会議室 

第２会議室 

３０分又はその端数ごとに ２２０円 
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第３会議室 ３０分又はその端数ごとに ８０円 

その

他 

文化記念

公園管理

棟 

会議

室 

使用面積が

２００平方

メートル以

上のとき 

３０分又はその端数ごとに ３６０円 

使用面積が

１００平方

メートル以

上２００平

方メートル

未満のとき 

３０分又はその端数ごとに ２４０円 

使用面積が

１００平方

メートル未

満のとき 

３０分又はその端数ごとに １２０円 

和室 ３０分又はその端数ごとに ６０円 

照明

設備 

野球

場 

北九州市

民球場 

営利又は収益を目

的としない場合 

１基につき３０分又はその端数ごとに 

９５０円 

営利又は収益を目

的とする場合 

３０分又はその端数ごとに ３０，００

０円 

門司球場 ３０分又はその端数ごとに ２，８００

円 

的場池球場 ３０分又はその端数ごとに ２，２００

円 

三萩野球場 ３０分又はその端数ごとに １，９００

円 

高炉台球場 ３０分又はその端数ごとに ７００円 

都島球場 ３０分又はその端数ごとに ６００円 
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老松球場 

萩ケ丘球場 

大池球場 

岡田球場 

３０分又はその端数ごとに ５５０円 

陸上

競技

場 

本城陸上

競技場 

共用 ３０分の１

灯 

１人３０分又はその端数ごとに ５０

円 

専用 全灯 ３０分又はその端数ごとに １２，００

０円 

３分の２灯 ３０分又はその端数ごとに １１，００

０円 

３分の１灯 ３０分又はその端数ごとに ８，７００

円 

５分の１灯 ３０分又はその端数ごとに ７，０００

円 

１５分の１

灯 

３０分又はその端数ごとに ５，８００

円 

３０分の１

灯 

３０分又はその端数ごとに ５，４００

円 

運動

場 

桃園運動

場 

専用 １面につき３０分又はその端数ごとに 

７００円 

香月中央

運動場 

専用 １面につき３０分又はその端数ごとに 

９００円 

文化記念

運動場 

専用 ３０分又はその端数ごとに ６５０円 

庭球

場 

三萩野庭

球場 

文化記念

庭球場 

共用 １人３０分又はその端数ごとに ５０

円 

専用 １面につき３０分又はその端数ごとに 

２００円 
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香月中央

庭球場 

武道

場 

桃園武道

場 

柔道場 専用 ３０分又はその端数ごとに ８０円 

剣道場 専用 ３０分又はその端数ごとに ８０円 

柔剣

道場 

大里柔剣

道場 

柔道場 専用 ３０分又はその端数ごとに ８０円 

剣道場 専用 ３０分又はその端数ごとに ８０円 

体育

館 

三萩野体

育館 

専用 ３０分又はその端数ごとに １５０円 

八幡東体

育館 

競技場 専用 ３０分又はその端数ごとに ２４０円

（照明設備の２分の１以下を使用する

ときは１２０円） 

観覧席 専用 ３０分又はその端数ごとに ５０円 

的場池体

育館 

競技場 専用 ３０分又はその端数ごとに ３４０円

（照明設備の２分の１以下を使用する

ときは１７０円） 

観覧席 専用 ３０分又はその端数ごとに ３０円 

その

他の

電気

設備 

野球

場 

北九州

市民球

場 

スコアボ

ード 

全部を使

用する場

合 

３０分又はその端数ごとに ６５０円 

得点及び

判定の表

示の部分

のみを使

用する場

合 

３０分又はその端数ごとに ４９０円 

体育

館 

的場池

体育館 

工芸室の電気炉 ３０分又はその端数ごとに ２３０円 

別表第２の２（第４条の３関係） 
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（平１７規則９１・全改、平２０規則７７・一部改正） 

区分 金額 

小倉城庭園 和室３ ３０分又はその端数ごとに６０円 

研修室 ３０分又はその端数ごとに４０円 

森の家 多目的ホール ３０分又はその端数ごとに１，２２０円 

大会議室 ３０分又はその端数ごとに４２０円 

小会議室 ３０分又はその端数ごとに３５０円 

講習室 ３０分又はその端数ごとに５６０円 

映像室 ３０分又はその端数ごとに４５０円 

都市緑化セン

ター 

イベントホール ３０分又はその端数ごとに４２０円 

講習室 ３０分又はその端数ごとに１４０円 

会議室 ３０分又はその端数ごとに４０円 

別表第３（第９条関係） 

（昭５０規則３・一部改正、昭５７規則１７・旧別表第２繰下、平８規

則３４・一部改正） 

設備の基準 

設備の種類 墓所面積 高さ（地盤面から

設備の最高部まで

をいう。） 

備考 

墓碑及びこ

れに類する

もの 

２０平方メートルを超える

もの 

４．５メートル以

内 

都市計画事業その

他市の事業の執行

上墳墓の改葬を行

う場合において、市

長が特に必要と認

めるときは基準を

超える設備をする

ことができる。 

５平方メートルを超え２０

平方メートル以下のもの 

３．５メートル以

内 

５平方メートル以下のもの ２．５メートル以

内 

盛土 ２０平方メートルを超える

もの 

１メートル以内 

５平方メートルを超え２０ ０．６メートル以
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平方メートル以下のもの 内 

５平方メートル以下のもの ０．３メートル以

内 

囲障 ２０平方メートルを超える

もの 

２メートル以内 

５平方メートルを超え２０

平方メートル以下のもの 

１．４メートル以

内 

５平方メートル以下のもの １．１メートル以

内 

別表第４（第１２条関係） 

（昭４８規則１０８・昭４９規則１４・昭４９規則７８・昭５０規則３・

昭５０規則９２・昭５１規則２・昭５１規則５・昭５１規則７９・昭５

２規則６９・昭５３規則１３・一部改正、昭５７規則１７・旧別表第３

繰下、昭５９規則１・昭６０規則３・昭６１規則２・昭６１規則１８・

昭６２規則１・昭６２規則１０・昭６３規則２・昭６３規則２４・平元

規則３・平元規則４７・平４規則２・平４規則４６・平６規則１・平８

規則３４・平１２規則１・平１５規則８４・平１６規則２・平２２規則

３８・一部改正） 

霊園使用料 

霊園の名称 墓所使用料（１平

方メートルにつ

き） 

納骨堂使用料（１

壇につき） 

共同墓碑使用料（１

基につき） 

  円 円 円

城山霊園 ７８，８００ ２００，０００ ―

足立霊園 １０３，６００ １４６，５００ ―

小田山霊園 ３８，７００ ― ２３６，４００

小石霊園 ３８，９００ ― ―

藤ノ木霊園 ７７，１００ ― １１８，０００
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二島霊園 ― ― ２３３，３００

皿倉霊園 ６０，９００ ― ―

谷口霊園 １４３，５００ ２３３，７００ ―

十三塚霊園 ９１，７００ ― ―

本城霊園 １１４，８００ ― ―

高峰霊園 １１５，６００ ２５９，０００ ２０３，０００

中原霊園 ６０，６００ １２７，２００ ―

別表第５（第１５条関係） 

（平元規則４３・追加、平８規則３４・平３１規則２３・一部改正） 

自転車駐車場及び自転車貸出し施設の供用時間及び休業日 

区分 供用時間 休業日 備考 

自転車駐車場 午前６時から午後

１０時まで 

１月１日から同月

３日まで 

１ 休日とは、国民

の祝日に関する法

律（昭和２３年法

律第１７８号）に

規定する休日をい

う。 

２ 市長は、特に必

要があると認める

ときは、供用時間

及び休業日を変更

することができ

る。 

自転車貸出し施設 （１） ７月及び

８月 

午前９時から午

後５時まで 

（２） その他の

月 

午前１０時から

午後４時まで 

（１） ３月２５

日から４月５日

まで及び７月２

１日から８月２

５日までの期間

以外の日曜日、

土曜日及び休日

を除いた日 

（２） １２月１

日から翌年の２

月末日まで 
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